
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱 

第
一　

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
事
項 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
六
第
三
項
の
指
針
及
び
助
言
の
対
象
か
ら
除
く
執
行
機
関
を
定
め
る
こ
と
。
（
地
方
自

治
法
施
行
令
第
百
七
十
三
条
の
七
関
係
）　

 

第
二　

特
定
歳
入
等
の
収
納
に
関
す
る
事
項 

一　

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
共
同
機
構
が
行
う
特
定
収
納
事
務
の
対
象
か

 

ら
除
く
も
の
を
定
め
る
こ
と
。
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
関
係
）

二　

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
共
同
機
構
に
特
定
収
納
事
務
を
行
わ
せ
る
場

合
に
つ
い
て
、
地
方
税
法
施
行
令
第
五
十
七
条
の
五
か
ら
第
五
十
七
条
の
五
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
。
（
地

 

方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
三
条
の
四
第
二
項
関
係
）

 

第
三　

そ
の
他

 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

 

第
四　

施
行
期
日



こ
の
政
令
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第

 

一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）


